
 

発電設備の点検結果 

不適切事象の件数 
評価区分 

原子力発電設備 火力発電設備 水力発電設備 

Ａ 

法令、かつ保安規定に抵触するも

のであり、かつ設備の健全性が損

なわれているもの（法定検査の成

立性に問題があるものを含む） 

該当なし 該当なし 該当なし 

Ｂ 

法令、保安規定、地元との協定の

いずれかに抵触するもので、かつ

設備の補修を伴うもの 

１件 ３件 該当なし 

法令、保安規定、地元との協定の

いずれかに抵触するもの 

Ｃ 法令、保安規定、地元との協定へ

の影響は軽微＊だが、広範囲にわた

り行われていたもの、または継続

的に行われていたもの 

該当なし １８件 ２５件 

Ｄ 
法令、保安規定、地元との協定へ

の影響が軽微＊なもの 
３件 該当なし 該当なし 

Ｅ 

法令、保安規定、地元との協定の

いずれにも抵触しないものの社内

規則に抵触するもの 

４件 ６件 該当なし 

合 計 
８件 

【８事案,３発電所,１１ユニット】 
２７件 

【１２事案,９発電所,１６ユニット】

２５件 

【２事案,４発電所,２０ダム】 

 

 
＊軽微とは、例えば、法令などに基づく制限値内ではあるもの

の不適切な行為が実施されていたような場合、協定には抵触
しないものの運用改善が望ましいような場合をいう。 

注）【 】内は、不適切な事象を事案、発電所等に分類したもの。 
  なお、水力発電設備については、河川法にかかる点検の結果判明した不適切な 

事象を含めると、４事案、１４６発電所、２５ダム、９５９件となる。 

（参考１） 


